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第三者調査委員会調査報告書の要旨の受領に関するお知らせ 

 

当社は、本日、平成23年８月22日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」にて

公表いたしました、第三者調査委員会より添付のとおり調査報告書の要旨（以下「本要旨」

という）を受領しましたのでお知らせいたします。本要旨は別紙のとおりであります。 

なお、本要旨は、調査報告書そのものではなく、その概要として受領したものであり、

文中の社名および個人名はそれらの法人との契約の秘密保持および個人情報等を考慮し匿

名を使用しておりますが、第三者調査委員会の見解が網羅されております。 
 

当社は、本要旨を検討し、疑義が生じた会計処理の適否を確定し、確定次第、取締役会

で決議し、ご報告いたします。 

 

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおか

けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。 

 

以上 
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第三者調査委員会調査報告書の要旨

第１．第三者調査委員会設置の経緯及び調査の目的

１．第三者調査委員会設置に至る経緯

株式会社塩見ホールディングス（以下、「塩見 HD」という。）は、平成 23 年 8 月 4 日

付「過去の会計処理に関する調査状況のお知らせ」等に記載のとおり、平成 22 年 3 月期

において株式会社アジリティコーポレーション（以下、「アジリティ社」という。）を子

会社化した際におけるのれんの会計処理の適否について疑義が生じたため、専門的かつ

客観的な見地から、当該会計処理の適否及び同適否を検討するために必要な事実関係を

調査するために、塩見 HD と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調

査委員会の設置を、平成 23 年 8 月 22 日の取締役会において決議した。

２．当委員会の構成

当委員会の構成は、以下のとおりである。

委員長 弁護士 出縄 正人

委員 公認会計士 藤原 欣一郎

委員 公認会計士 重見 亘彦

当委員会は、補助者として、弁護士小野顕ほか弁護士 2 名及び公認会計士 1 名を選任

した。なお、各委員及び補助者は、塩見 HD 及びアジリティ社との間に何ら特別な利害

関係を有していない。

３．当委員会の任務

当委員会の任務は、以下のとおりである。

（１） 当委員会の任務は、本件に関して、関係資料の分析、現地調査及び関係当事者

への直接のヒアリングを行うことにより、以下第２．１．に記載した調査対象

について調査し、意見を表明することである。

（２） 関係当事者の責任の有無や社内処分の当否は当委員会の任務とはされない。

（３） 当委員会が報告書において提言している会計処理の方向性は、塩見 HD の判断

を拘束するものではない。これらは、関係法令や監督当局等からの指示に基づ

いて、最終的には塩見 HD の判断において行うべきものである。

第２．調査対象及び調査の実施方法

１．調査対象

当委員会による調査対象は、以下のとおりである。
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（１） 平成 22 年 3 月期における上記第１．１．記載ののれんの会計処理、並びにそ

の前提となった土地取引及び土地評価に係る会計処理の適否

（２） 上記（１）の各会計処理の適否を検討するために必要な事実関係

２．調査の実施方法

当委員会による調査の実施方法は、以下のとおりである。

（１） 本件の関係当事者（社内外含む）へのヒアリング（電話によるヒアリングを含

む）

本件に関するヒアリングの内容は、以下のとおりである。

実施期間 平成 23 年 8 月 23 日（月）～平成 23 年 9 月 6 日（火）

対象者 塩見HD取締役及び従業員、公認会計士（監査責任者及び補助者）、

不動産鑑定士等 合計 11 名

（２） 現地調査

実施日 平成 23 年 8 月 30 日

調査場所 以下第３．１．（１）①記載の青森県青森市所在の土地

（３） 本件の関係資料の検証

本件に関して検証した主要な関係資料は、以下のとおりである。

決算関係書類、税務申告書類、契約関係書類、不動産鑑定評価書、取

締役会議事録、不動産明細一覧表、不動産登記情報、林地開発許可関

係書類、商業登記情報、事業計画関係書類

第３．調査結果

１．調査対象とした事実経緯

（１） 本件土地取引及び本件免責的債務引受

① 本件土地

本委員会による調査対象とした土地は、以下のとおりである。

a) 青森県青森市所在の土地（以下、「本件土地甲部分」という。）

b) 本件土地甲部分に隣接する青森県青森市所在の土地（以下、「本件土地乙

部分」といい、本件土地甲部分と併せて「本件土地」という。）

② 本件土地の開発許可及び塩見ファクターから C 社への貸付

本件土地甲部分については、A 社及び B 社を申請者として平成 17 年 7 月 15 日付

で行われた事業用用地の造成目的の森林法第 10 条の 2 第 1 項に基づく林地開発許
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可申請に対し、同年 12 月 28 日、同許可が下されている。

また、本件土地については、C 社、及び取締役の共通性等により同社との関連性

が認められる D 社が、いわば共同事業者的な立場で関与しており、塩見 HD の子会

社である株式会社塩見ファクター（以下「塩見ファクター」という。）は、平成 20

年 7 月以降、C 社からの本件土地取得資金を含めた資金の借入れの要請に応じ、C

社に対して貸付を行った（なお、C 社に対する貸付金使途は、本件土地関連に限定

されていたわけではないが、C 社ないし D 社としては、本件土地のためにかなりの

金額を支出したと推測される）。

③ アジリティ社による本件土地取得及び担保提供等

アジリティ社の前所有者である E 社は、F 社に対し、本件土地を 250,000 千円（金

額数値につき、以下、別途言及した場合を除き千円未満切捨。）で売却することを合

意していたが、F 社が E 社に売買代金の一部である 130,000 千円を支払った後、ア

ジリティ社は、E 社、F 社及びアジリティ社間の平成 21 年 2 月 19 日付不動産売買

に係る買主たる地位譲渡契約書に基づき、F 社の本件土地の買主たる地位を、F 社

の売買代金未払分に相当する 120,000千円をE社に対して直接支払うとの条件によ

り、F 社から承継したとともに、上記の支払済売買代金 130,000 千円の原資であっ

た借入金債務を債務引受した（以下、かかる買主たる地位の承継契約及び借入金債

務の債務引受を総称して「本件売買等承継契約」という。）。上記 120,000 千円は、

平成 21 年 3 月 31 日から平成 21 年 10 月 28 日にかけて、塩見 HD から E 社に対し

直接支払われた。また、平成 21 年 7 月 21 日付売買を原因として、E 社からアジリ

ティ社への所有権移転登記（同月 24 日受付）が行われた。

アジリティ社は、塩見ファクターの C 社に対する債権を被担保債権として本件土

地につき極度額 48 億円の根抵当権を設定すること（C 社の塩見ファクターに対す

る債務についていわば物上保証を提供すること）を承諾する平成 21 年 5 月 15 日付

の書面（以下「本件根抵当権設定合意書面」という。）を塩見ファクターに提出した。

当委員会の調査によれば、本件売買等承継契約を通じたアジリティ社による本件

土地所有権の取得は、塩見ファクターの C 社に対する貸付債権の保全ないし回収の

ために、同債権の物上保証とする前提のもと、塩見 HD の代表取締役である塩見代

表（以下「塩見代表」という。）、塩見 HD ないし塩見ファクターの意向に従って行

われたことが強く推認される。

なお、本件土地甲部分の一部については、平成 18 年 6 月 5 日受付の抵当権設定

仮登記に基づき、債務者を D 社とする抵当権設定登記（平成 21 年 7 月 24 日受付、

債権額金 300,000 千円）が、また、上記本件売買等承継契約による引受債務を被担

保債権として債務者をアジリティ社とする抵当権設定登記及びその転抵当登記（い

ずれも平成 21 年 7 月 24 日受付、債権額金 130,000 千円）がなされている。また、
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本件土地乙部分の大部分については、債務者を株式会社塩見、根抵当権者を G 信用

金庫とする根抵当権設定登記（平成 21 年 10 月 9 日受付、極度額金 3 億円）、及び

債務者を塩見 HD、根抵当権者を H 信用農業協同組合連合会とする根抵当権設定登

記（平成 21 年 10 月 16 日受付、極度額金 5 億円）が行われた。

④ 本件免責的債務引受

その後、平成 22 年 3 月 31 日付アジリティ社（引受者）、C 社（債務者）、塩見フ

ァクター（債権者）間の免責的債務引受契約書により、アジリティ社は C 社が塩見

ファクターに対して負っている借入債務（同日現在の総額 5,958,961 千円、うち元

本 5,450,750 千円、利息 508,211 千円）を免責的に引き受けることが合意されてい

る（以下、「本件免責的債務引受」という。）。

本件免責的債務引受に関し、塩見代表及び塩見 HD 担当者等から当委員会に対し

て、上記③記載の塩見ファクターの債権の回収のため、本件根抵当権設定合意書面

による物上保証予約のみならず、自らがコントロールを及ぼしうる会社に債務自体

も引き受けさせることによって、より債権回収が確実となると考えた旨の説明がな

されている。

⑤ 本件土地の現況

本件土地にはある程度の造成が行われた部分と造成されていない山林部分があり、

登記上の地目は山林、原野であるものの一部の現況は宅地と認められた。アジリテ

ィ社による購入後現在に至るまで、青森県の指導による防災工事が行われたのみで

あり、同購入後は住宅地・事業用地・農地等の特定の利用形態を前提とした本件土

地の改良・変更行為は行われていない。

⑥ 本件土地使用に関する事業計画

本件土地については、アジリティ社による取得当時、住宅地または事業用地とし

ての転売が想定されていたが、平成 22 年 3 月期において、塩見 HD により本件土

地の農地としての利用を前提とした一定の事業計画が検討されていたことが伺われ

る。

もっとも、かかる農業事業は未だ現実に開始されていないとともに、現在に至る

まで、住宅地または事業用地としての転売の可能性は排除されていないと認められ

る。また、農地としての利用についても、塩見 HD において、平成 22 年 2 月 9 日

時点では本件土地を複数の農業法人に長期賃貸することを前提とした検討が、また

同年 2 月 28 日時点では、農業生産法人に本件土地を転売することを前提とした検

討がそれぞれ行われており、これらに近接した時点で、イチゴ・トマトの栽培に関

する収益分析を行ったシミュレーションも作成されていることが認められる。
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また、アジリティ社においては、A3 用紙 1 枚の書面によるものではあるが、塩

見 HD において検討していた上記各農地利用案のうち、本件土地を複数の農業法人

に長期賃貸する案を前提として、平成 22 年 12 月期から平成 42 年 3 月期までの収

支計算を行った事業計画が立案されており、必ずしも時期的には明確ではないが、

平成 22 年 3 月または同年 5 月ころに作成されたものと認められる。

⑦ 本件土地に係る不動産鑑定評価

本件土地に関しては、少なくとも、以下の 3 時点における、同一の不動産鑑定士

による不動産鑑定評価が存在する。

a) 平成 17 年鑑定

本件土地に係る平成 17 年 4 月 28 日付の不動産鑑定士 I 氏による鑑定評価書（以

下、「平成 17 年鑑定」という。）により、同年 4 月 15 日を価格時点として、本件

土地甲部分について 7,897,000 千円との鑑定評価がなされている。

同鑑定評価書の記載によると、近々本件土地甲部分につき林地開発の許可が下

りることがほぼ確実であることを前提に、その一部が事業用地として造成、販売

可能となることを前提としての評価が行われている。同鑑定では、本件土地甲部

分につき、造成、分割のうえ流通業務関連事業所用地として使用することが最有

効使用と判断しており、鑑定評価方法として取引事例比較法を適用している。

b) 平成 21 年 3 月鑑定及び平成 21 年 12 月鑑定

本件土地甲部分及び本件土地乙部分に関する平成 21 年 3 月 9 日付の上記不動

産鑑定士 I 氏による鑑定評価書各 1 通（以下、総称して「平成 21 年 3 月鑑定」と

いう。）により、同月 1 日を価格時点として、本件土地甲部分について 4,521,000

千円、本件土地乙部分について 437,900 千円（本件土地全体につき合計 4,958,900

千円）の各鑑定評価がなされている。

また、本件土地甲部分及び本件土地乙部分に関する平成 21 年 12 月 15 日付の

上記 I 氏による鑑定評価書各 1 通（以下、総称して「平成 21 年 12 月鑑定」とい

う。）により、同月 1 日を価格時点として、本件土地甲部分について 4,273,600 千

円、本件土地乙部分について 407,300 千円（本件土地全体につき合計 4,680,900

千円）の各鑑定評価がなされている。

本件土地甲部分に関する平成 21 年 3 月鑑定及び平成 21 年 12 月鑑定では、い

ずれも本件土地甲部分について現状より開発が進んだ状態での販売価格が算定さ

れているとともに、今後必要となる造成費用の見積り金額等は各鑑定評価額に反

映されていない。両鑑定における本件土地甲部分の最有効使用の判断及び鑑定評

価方法はいずれも上記 a)と同様であり、同最有効使用は流通業務関連事業所用地
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であり、鑑定評価方法は取引事例比較法である。

（２） アジリティ社

① アジリティ社の概要

アジリティ社は、平成 12 年 2 月 7 日に株式会社塩見のいわゆる社内ベンチャー企

業（以下、それに前後して設立された同種の会社を「社内ベンチャー企業」という。）

として、当時は株式会社塩見の従業員であった J 氏を代表取締役として設立された

有限会社である。平成 20 年 4 月 1 日に株式会社化されるまでの間、アジリティ社の

業務は設計の営業であり、株式会社塩見からの下請業務を行っていた。塩見 HD 関

係者からの説明によれば、同社やその他の社内ベンチャー企業に独立した事務所はな

く、株式会社塩見の事務所や備品を賃借して事務所とし、その業績についても、毎月

の残高試算表をもとに塩見代表に報告することとされていたとのことである。

他方、平成 20 年 4 月 1 日、アジリティ社はその業態を不動産業に変更し、かつ商

号変更によってその組織も特例有限会社から株式会社に変更するとともに、塩見代

表の判断に従って、J 氏は代表取締役から退任し、塩見代表の旧知の K 氏（故人）

がアジリティ社の代表取締役に就任した。その後アジリティ社は、本件土地取引の

他、不動産の仲介等を行っていた。

② J 氏について

J 氏は、平成 9 年 4 月以降アジリティ社の設立までは、当時の株式会社塩見設計及

び商号変更後の株式会社塩見での業務に従事していたが、アジリティ社の設立に伴

い、その当初の代表取締役となった。以下（３）記載の本件 DES 以前は J 氏がアジ

リティ社の株式を 100％保有しているが、塩見代表によれば、設立時のアジリティ社

の資本金の原資 3,000 千円は塩見代表が J 氏への貸付により出捐し、現在に至るま

で返済されていないとのことである。J 氏は、上記①の通り平成 20 年 4 月にアジリ

ティ社の代表取締役を退任した後は、塩見 HD の業務に従事し、同年 11 月からは再

度アジリティ社において部長職にて勤務していた。その後、平成 21 年 5 月から平成

23 年１月末日までの間は、上記①記載の社内ベンチャー企業の一つであり現在塩見

HD の従業員である L 氏が代表取締役を務める M 社に籍を置き、同じく L 氏が代表

取締役を務める塩見 HD グループからの業務受託会社 N 社や、アジリティ社のため

に業務を行っていた。J 氏は、平成 23 年 1 月 31 日に M 社を退職し、同年 2 月 1 日

に O 社（株式会社塩見から事業譲渡を受けた会社）に入社している。

（３） 本件 DES
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① 本件 DES の内容等

平成 22 年 6 月 14 日を株式払込の効力発生日として、アジリティ社の塩見 HD に

対する債務のうち 30,000 千円分について、現物出資による新株発行手続を用いた債

務の株式化が実施されている（以下、「本件 DES」という。）。本件 DES により、塩

見 HD はアジリティ社株式 600 株を取得し、その保有割合は約 90.9％となった。他

方で、J 氏のアジリティ社株式の保有割合は約 9.1％となった。

② 本件 DES に至る経緯

本件土地の購入や本件免責的債務引受とは無関係に、塩見 HD においては、アジ

リティ社、M 社を含めた複数の社内ベンチャー企業について、債務の現物出資また

は現金増資等による子会社化の計画が従前から存在していた。同計画の検討の結果、

平成 22 年 5 月 18 日及び 19 日には、アジリティ社に関する K 氏と塩見代表との面

談を含め、複数の社内ベンチャー企業代表者及び塩見代表等の面談による方向性検

討の会議が実施された。塩見 HD の連結財務状況の問題で実現が難しかったため、

アジリティ社以外の社内ベンチャー企業については、上記子会社化の計画は実現さ

れなかったが、アジリティ社については、平成 22 年 3 月期において連結範囲に加え

られる予定であったためいずれにせよ財務面での考慮も不要という判断に至り、当

初の計画に従って本件 DES が実施された。

２．調査対象とした平成 22 年 3 月期の会計処理

（１） アジリティ社の個別決算における会計処理

① 本件土地の取得価額の計上

前記認定のとおり、E 社からアジリティ社への所有権移転については平成 21

年 7 月 21 日付売買を登記原因として所有権移転登記が行われているところ、同

日付で、本件売買等承継契約における売買代金相当額 250,000 千円に付随費用と

推測される 3,494 千円を付加した 253,494 千円を取得価額として、本件土地の資

産計上が行われている。

その後、平成 22 年 3 月 31 日付で、アジリティ社による本件免責的債務引受

の対象債務である、塩見ファクターの C 社に対する貸付金元金 5,450,750 千円及

び利息未払額 508,211 千円の合計額 5,958,961 千円についても、本件土地の取得

価額として資産計上が行われている。

② 本件土地の減損損失の計上

平成 21 年 12 月鑑定による本件土地の鑑定評価額 4,681,000 千円（百万円未満
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四捨五入）と上記①による本件土地の取得価額合計額 6,212,456 千円との差額、

1,531,456 千円が、平成 22 年 3 月 31 日付の会計処理において、本件土地の減損

損失に計上されている。

（２） 連結財務諸表作成に係る会計処理

① 連結の範囲に関するアジリティ社の取扱い

平成 22 年 5 月 19 日付の塩見 HD の平成 22 年 3 月期決算短信（以下「本件訂

正前決算短信」という。）18 頁及び同年 6 月 30 日提出の塩見 HD の有価証券報

告書（以下「本件有価証券報告書」という。）37 頁において、アジリティ社が「実

質支配基準により当連結会計年度末日をもって、連結子会社となった」旨が、ま

た、上記本件有価証券報告書 6 頁において「実質的な影響力を持っているため子

会社とした」旨が、それぞれ記載されている。

② 具体的な連結会計処理

本調査の対象とした本件有価証券報告書における連結財務諸表の作成にあた

っては、アジリティ社の資本連結手続において、みなし取得日を当該連結会計年

度末日である平成 22 年 3 月 31 日として貸借対照表連結（以下「BS 連結」とい

う。）が行われている。かかる資本連結手続においては、アジリティ社単体の債

務超過額 1,579,760 千円に相当する投資消去差額が、のれんとして資産計上され

ている（以下「本件のれん会計処理」という。）。

なお、本件訂正前決算短信の段階では、同じく 1,579,760 千円ののれんが一旦

資産計上された上で、最終的には、同金額から、本件免責的債務引受の対象であ

る利息未払額のうち塩見ファクターが売上として未計上であった金額 107,569

千円を控除した残額に相当する 1,472,190 千円が、貸倒引当金繰入額として計上

されている。

３．当委員会としての見解

（１） 土地取引及び土地評価に係るアジリティ社単体の会計処理についての見解

① 検討範囲について

以下、本件のれん会計処理に影響する限りにおいて、本件土地の土地取引及び土

地評価に係るアジリティ社単体の会計処理につき、当委員会の見解を述べる。

② 本件土地の取得価額を 6,212,456 千円とした会計処理の合理性について
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前記２．（１）①記載のとおり、本件土地については、本件売買等承継契約におけ

る売買代金相当額 250,000 千円に付随費用と推測される 3,494 千円を付加した

253,494 千円が平成 21 年 7 月 21 日付で本件土地の取得価額として資産計上されて

いることに加え、本件免責的債務引受の対象債務の金額である 5,958,961 千円につ

いても、平成 22 年 3 月 31 日付で本件土地の取得価額として資産計上が行われてい

る。

本件売買等承継契約における売買代金相当額及び付随費用とあわせて、この本件

免責的債務引受の対象債務相当額についても本件土地の取得価額として計上した会

計処理の適否につき検討するに、本件土地については、C 社または D 社がいわゆる

共同事業者として一定の支出を行い本件土地に関連して一定の権益を取得していた

ことも推測されるとともに、本件土地に係る一連の不動産鑑定評価額に鑑みれば、

本件売買等承継契約における売買代金相当額自体もかかる共同事業者が有する権益

の処理に別途費用を要することも想定して定められたものとも考えられる。さらに、

本件免責的債務引受の対象債務である塩見ファクターのC社に対する貸付金の一部

は、上記の共同事業者により本件土地に関して支出されている可能性が高く、当該

債務と本件土地との間に関連性も認められる。

これらの事情に鑑みれば、本件免責的債務引受の対象債務相当額についても土地

の取得価額として資産計上を行った上記の会計処理が、不合理なものとまでは認め

られない。

③ 平成 21 年 12 月鑑定による本件土地の減損損失計上の合理性について

a) 本件土地について減損の兆候を認識したことの合理性について

減損の兆候の認識については、本件土地について事業が開始されていないた

め、固定資産の減損に係る会計基準二１④にいう「資産又は資産グループの市

場価格が著しく下落したこと」、及び固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

（企業会計基準適用指針第 6 号、以下「指針第 6 号」という。）第 15 項以下に

定める「市場価格の著しい下落の場合」に求められる。

しかるところ、指針第 6 号第 15 項において、「「市場価格が著しく下落したこ

と」には少なくとも市場価格が帳簿価額から 50%程度以上下落した場合が該当

する。」と記載されているが、他方、同第 89 項においては、減損の兆候につい

て「その程度は必ずしも画一的に数値化できるものではない」とした上で、「50%

程度以上下落していない場合でも、例えば処分が予定されている資産で、市場

価格の下落により、減損が生じている可能性が高いと見込まれるときのように、

状況に応じ個々の企業において判断することが必要なときがある」と規定され

ている。
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本件では、平成 21 年 12 月鑑定による鑑定評価額 4,680,900 千円を本件土地

の市場価格として帳簿価額 6,212,456 千円からの下落率を見た場合、下落率は

24.7%と形式的には 50%を下回っているものの、本件土地に係る含み損の金額

1,531,556 千円はアジリティ社の経営規模からして相当高額であり、金額的に重

要であると判断できること、並びに、平成 17 年鑑定、平成 21 年 3 月鑑定及び

平成 21 年 12 月鑑定（いずれも同一の不動産鑑定士により作成されたものであ

る。）において、本件土地甲部分の鑑定評価額が、順次 7,897,000 千円、4,521,000

千円及び 4,273,600 千円と推移しており、軽視しがたい下落傾向にあるものと

いえることに照らせば、本件土地について減損の兆候を認識したことは、不合

理ではないものと認められる。

b) 減損損失測定に平成 21 年 12 月鑑定を採用したことの合理性について

上記減損の兆候を受けて、本件土地について減損損失の測定を行う必要があ

るが、減損損失は、帳簿価額と回収可能価額との差額であり（固定資産の減損

に係る会計基準二 3 及び指針第 6 号第 25 項）、回収可能価額は、正味売却価額

と使用価値のいずれか高い方の金額とされている（固定資産の減損に係る会計

基準注解（注 1）及び指針第 6 号第 28 項）。

ここにおいて、正味売却価額の算定には公正な評価額としての観察可能な市

場価格または合理的に算定された時価が必要であり、他方、使用価値の算定に

は、資産の継続的使用によるキャッシュ・フローを見積もる前提としての本件

土地の利用に関する事業計画が必要となる。

前記２．（１）②のとおり、アジリティ社においては、平成 22 年 3 月期の決

算作業において、不動産鑑定士の平成 21 年 12 月鑑定による正味売却価額情報

（鑑定評価額 4,680,900 千円）を入手し、減損損失の測定にあたっては、上記

のうち正味売却価額としての不動産鑑定評価額を回収可能価額として採用して

いる。

他方、本件土地については、前記１．（１）⑥のとおり、塩見 HD において、

本件土地の農地としての利用を前提とした一定の事業計画が検討されていたこ

とが伺われ、アジリティ社においても、平成 22 年 3 月または同年 5 月ころにこ

れに関する一定の事業計画を立案していたものと認められる。しかしながら、

減損損失の認識時点において、かかる農業事業は未だ現実に開始されていない

とともに、本件土地については、アジリティ社による取得当時、住宅地または

事業用地としての転売が想定されており、農業事業が検討されるに至った後も

現在に至るまで、かかる可能性は排除されていないと認められる（なお、前記

１．（１）⑤のとおり、本件土地については、アジリティ社による購入後現在に

至るまで、青森県の指導による防災工事が行われたのみであり、同購入後、住
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宅地・事業用地・農地等の特定の利用形態を前提とした本件土地の改良・変更

行為は行われていない。）。また、農地としての利用についても、前記１．（１）

⑥のとおり、平成 22 年 2 月の近接した時期において、売却案と賃貸案との双方

が並行して検討対象とされており、かかる状況に照らしても、後者を前提とし

た計画を同年 3月 31日時点における使用価値の算定のための合理的な見積り価

格として用いることは躊躇せざるを得ない。さらに、同農業事業に係る計画は、

一定の特殊なノウハウに基づき遂行されることを収益性の前提とするものであ

ったことが認められるが、平成 21 年 12 月鑑定において事業用地としての利用

が最有効使用とされていることも、農地としての本件土地の利用に係る収益性

については一般に厳しい見方が成立しうることを裏付けるものともいえる。

加えて、塩見 HD の平成 22 年 2 月 15 日開催の取締役会においては、平成 22

年 3 月期第 3 四半期連結決算において、本件土地の平成 21 年 12 月鑑定に基づ

き、本件免責的債務引受の対象となった塩見ファクターの C 社に対する貸付債

権につき、担保価値の下落により 1,687,620 千円の貸倒引当金を計上する独立

の議案が（株式会社塩見が所有する他の固定資産の減損処理に係る議案等とあ

わせて）決議されているところ、もし、以下（２）記載の連結範囲に関するア

ジリティ社の取扱いに関連して、塩見 HD が既に本件免責的債務引受に先立ち

アジリティ社に対する支配を獲得していたとした場合には、本件土地の減損損

失測定に平成 21 年 12 月鑑定を採用することは、塩見 HD の企業集団における

意思決定として整合性を有するものと評価しうる。

最後に、上記平成 21 年 12 月鑑定につき付言するに、同鑑定における鑑定評

価の条件としては、前記のとおり本件土地が造成後販売可能となる状態を前提

として評価しているため、本来的には、更に今後の造成コスト等をマイナス要

素として見積もる必要性があるが、この点に鑑みれば、少なくとも平成 22 年 3

月 31 日時点において、本件土地の回収可能価額が当該鑑定評価額を超える可能

性は見出しにくいものと思料される。

以上の点に照らせば、本件土地の減損損失測定に平成 21 年 12 月鑑定を採用

したことは、ⅰ）事業用地としての販売が鑑定評価の前提とされている同鑑定

を正味売却価額の算定資料として使用している点、及び、ⅱ）同鑑定の評価金

額を超える使用価値による回収可能価額の存在を示す根拠としては、農地とし

ての賃貸による事業計画を採用しなかった点のいずれにおいても、不合理では

ないものと思料される。

c) 本件土地の減損損失計上の合理性に関する結論

以上の減損の兆候の判断及び減損損失の測定に際して使用した根拠の合理性

に基づき、当委員会としてはアジリティ社が平成 22 年 3 月期に行った本件土地
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の減損損失 1,531,456 千円を計上した会計処理に特段の不合理性はないと判断

する。

④ 本件土地の土地取引及び土地評価に係るアジリティ社単体の会計処理についての結

論

以上述べたとおり、当委員会においては、本件土地の土地取引及び土地評価に係

るアジリティ社単体の会計処理については、本件のれん会計処理に影響する限りに

おいて、不適切な会計処理は認められないものと思料する。

（２） 連結範囲に関するアジリティ社の取扱いについての見解

① 0%連結の可能性について

本件では、前記１．（２）②のとおり、本件 DES の効力発生日である平成 22 年

6 月 14 日までは、J 氏がアジリティ社の株式を 100％保有しており、塩見 HD はア

ジリティ社の株式を保有していない。このため、平成 22 年 3 月期において、いわ

ゆる 0%連結により、アジリティ社を塩見 HD の連結子会社として連結の範囲に加

えるためには、同日以前にアジリティ社の株式を 100％保有していた J 氏が、平成

22 年 3 月末日までの段階で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以

下「財務諸表等規則」という。）第 8 条第 4 項第 3 号、「連結財務諸表に関する会計

基準（企業会計基準第 22 号、以下「基準第 22 号」という。）」第 7 項第(3)号、並び

に「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第 22 号、以下「指針第 22 号」という。）第 8 項及び第 15 項に

いう、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることによ

り自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者、または自己の意思

と同一の内容の議決権を行使することに同意している者（以下「緊密者等」という。）

に該当するとともに、財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 2 号ロからホ（基準第 22 号

第 7 項(2)②から⑤、指針第 22 号第 11 項から第 14 項）のいずれかによる支配の要

件を充たす必要がある。

② J 氏の緊密者等への該当性について

まず、本件では、前記１．（２）①及び②のとおり、a）J氏は、平成 9 年 4 月以

降アジリティ社の設立までは、当時の株式会社塩見設計及び商号変更後の株式会社

塩見での業務に従事しており、b）アジリティ社の設立に際しては、J 氏が 100％保

有するとされるアジリティ社の資本金の原資は、塩見 HD の代表取締役である塩見

代表から出捐されており、c）J 氏は、アジリティ社の業態を変更しかつ塩見代表の

旧知の K 氏にアジリティ社の代表取締役を変更するとの塩見代表の判断に従って、
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平成 20 年 4 月にはアジリティ社の代表取締役から退任の上、その後塩見 HD での

業務に従事しており、d）さらに平成 20 年 11 月からは、自らが 100％株主である

はずのアジリティ社において部長職にて勤務し、e）その後の平成 21 年 5 月から平

成 23 年１月末日までの、平成 22 年 3 月期連結会計年度を含む期間は、株式会社塩

見のいわゆる社内ベンチャー企業の一つであり、現在塩見 HD の従業員である L 氏

が代表取締役を務める M 社に籍を置き、アジリティ社や N 社のために業務を行っ

ていた、といった事実が認められる。

これらの事実のみをもってしても、平成 22 年 6 月 14 日までアジリティ社の 1 人

株主であった J 氏は、塩見 HD との関係において、塩見 HD と緊密な関係を有し塩

見 HD の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者、または塩見 HD と

同一の内容の議決権を行使することに同意している者、すなわち、財務諸表等規則

第 8 条第 4 項第 3 号、基準第 22 号第（3）号並びに指針第 22 号第 8 項及び第 15

項に規定される緊密者等に該当する可能性が高いものと思料される。

さらに、この点については、以上のほか、前記１．（１）③、④及び⑥のとおり、

アジリティ社の代表取締役が J 氏から K 氏となるとともに、J 氏がアジリティ社の

業務にも従事していた上記 d）から e）の期間中に、塩見代表、塩見 HD ないし塩

見ファクターの意向に基づき、f）本件免責的債務引受の対象となった塩見ファクタ

ーの C 社に対する貸付債権の保全のために、アジリティ社が、同債権の物上保証と

する前提のもと平成 21 年 2 月 19 日付で本件売買等承継契約を締結し、同年 5 月

15 日付で本件根抵当権設定合意書面を塩見ファクターに提出し、g）平成 21 年 10

月には、本件土地乙部分の大半につき、アジリティ社が塩見 HD 及び株式会社塩見

の既存債務担保のために根抵当権を設定し、h）平成 22 年 2 月ころには、塩見 HD

において、アジリティ社の所有である本件土地につき農地としての利用を前提とし

た事業計画の検討が行われ、i）さらに、最終的には、アジリティ社において、本件

免責的債務引受により、C 社の塩見ファクターに対する 5,958,961 千円もの債務を

免責的に引き受けているといった事実が認められるところであり、これらの事実も

また、上記の緊密者等への該当性を補強する事実とも考えることができる。

③ 子会社該当性及び連結開始時期について

a) 塩見 HD が本件免責的債務引受に先立ち既にアジリティ社に対する支配を獲得し

ていた可能性について

まず、上記②の a)から g)記載の事実関係に照らせば、塩見 HD において、アジ

リティ社の 1 人株主である J 氏を介して、アジリティ社の「意思決定機関を支配

していることが推測される事実が存在する」（財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 2

号ホ、基準第 22 号第 7 項（2）⑤及び指針第 22 号第 14 項。また、意思決定機関
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が株主総会その他これに準ずる機関であることにつき同条第 3 項。）と認める余地

もあるものと思料される。この場合、アジリティ社は、連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（以下「連結財務諸表規則」という。）第 2 条第 3

号、財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 3 号等により、平成 22 年 3 月期連結会計年

度よりも相当以前の塩見 HD による支配獲得時点から、塩見 HD の子会社であっ

たことになる。

なお、重要性の乏しい子会社については、重要性原則により、連結財務諸表規

則第 5 条第 2 項、連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用

等に係る監査上の取扱い（以下「委員会報告第 52 号」という。）第 4 項において、

連結の範囲から除外することが例外的に許されており、その重要性判断について

は量的側面と質的側面の両面で並行的に判断されるべきとされている。

量的側面については、委員会報告第 52 号第 4 項において、資産基準、売上高

基準、利益基準、利益剰余金基準の各基準が示されているところ、本件では、平

成 22 年 3 月期第 3 四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1 日から同年 12 月末日

まで）から、アジリティ社以外の他の連結会社の売上高の減少及び同期間におけ

るアジリティ社の累計売上高が 53,937 千円となったことに伴い、売上高基準にお

いて重要性が発生していると考えられる。

このように、塩見 HD が本件免責的債務引受に先立ち既にアジリティ社に対す

る支配を獲得していたとした場合、本来、平成 21 年 12 月期の第 3 四半期に係る

四半期報告書提出の段階でアジリティ社を連結の範囲に含めるべきであったこと

になる。

b) 塩見 HD が本件免責的債務引受によってアジリティ社に対する支配を獲得した可

能性について

他方、財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 2 号ロからホ（基準第 22 号第 7 項(2)②

から⑤、指針第 22 号第 11 項から第 14 項）の要件が緊密者等要件と別途定めら

れている趣旨を重視すれば、上記②の a)から g)記載の事実関係をもってしてもな

お、上記にいうアジリティ社の「意思決定機関を支配していることが推測される

事実が存在する」との要件が満たされていたとは言えず、その時点ではアジリテ

ィ社は未だ塩見 HD の子会社には当たらないと考える余地も否定はできない。

もっとも、この前提に立った場合であっても、アジリティ社は、本件免責的債

務引受によって 5,958,961 千円もの多額な塩見ファクターに対する債務を負担し

ており、これによって、塩見ファクターがアジリティ社に対して資金調達額（貸

借対照表の負債の部に計上されているもの）の総額の過半について融資を行って

いることになるため、財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 3 号及び同項第 2 号二（基

準第 22 号第 7 項(2)④、指針第 22 号第 13 項）の要件を満たすことになる。した
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がって、上記の前提に立ったとしても、遅くとも平成 22 年 3 月期末時点では、

アジリティ社を塩見 HD の連結子会社から除外する余地はないものと考える。

④ 連結範囲に関するアジリティ社の取扱いについての結論

上記のとおり、当委員会は、遅くとも平成 22 年 3 月期末時点において、アジリ

ティ社を連結の範囲に加えた点において、連結範囲に関するアジリティ社の取扱い

に係る会計処理は適切であるものと思料する。もっとも、連結の範囲に含める必要

が生じた時期及び理由については、塩見 HD が本件免責的債務引受によってアジリ

ティ社に対する支配を獲得したのではなく、これに先立ちアジリティ社に対する支

配を既に獲得していた（すなわち、アジリティ社は塩見 HD の子会社であった）と

考える余地もあり、この考え方にたった場合、本来、平成 21 年 12 月期の第 3 四半

期に係る四半期報告書提出の段階で、売上高基準により重要性が発生したものとし

て、アジリティ社を連結の範囲に含めるべきであったことになるものと思料する。

（３） 本件のれん会計処理に関する見解

① 本件免責的債務引受による連結化に伴うのれんの計上の是非について

上記（２）のとおり、本件免責的債務引受によりアジリティ社を連結の範囲に含

めることとなる場合、アジリティ社は、塩見 HD の緊密者等がその議決権の 100％

を保有している、いわゆる 0％連結の連結子会社となる。

財務諸表等規則第 8 条第 4 項第 3 号及び指針第 22 号第 8 項により、緊密者等の持

分を加味して子会社と認められた他の会社における資本は、親会社、緊密者等及び

外部株主の持分額に区分されるが、このうち緊密者等の持分額は、外部株主の持分

額と併せて少数株主持分として処理される（「株式の間接所有に係る資本連結手続に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第 7 号（追補）、以下「委員会報告第 7 号追

補」という。）第 4 項）。

しかるところ、のれんの計上額の算定については、日本の会計基準上、少数株主

持分はのれんの測定に含めない、いわゆる「購入のれん方式」が採用されており、

親会社に帰属する部分についてのみ、親会社の投資との相殺消去が行われる（基準

第 22 号第 26 項及び同(注７)。なお、のれんの計上額の算定に際しては、会計理論上、

かかる「購入のれん方式」のほか、少数株主持分も含めた被取得企業全体を公正価

値により測定し、少数株主持分に帰属する部分も含めてのれんを認識する方法（全

部のれん方式）も存在し、海外の国際財務報告基準適用国においては「購入のれん

方式」と「全部のれん方式」の選択適用が認められているが、日本基準では「購入

のれん方式」しか認められていない。）。

したがって、上記（２）において検討した、塩見 HD のアジリティ社に対する支
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配獲得時期について、同（２）③記載の a)及び b)のいずれの理解に立つかにかかわ

らず、日本の会計基準下で、少数株主持分に対してのれんが計上される余地がない

以上、緊密者等がその議決権の 100％を保有している、すなわちその持分額が全て少

数株主持分として処理されるアジリティ社について、資本連結手続においてのれん

が計上される余地はない（なお、アジリティ社が債務超過状態であることから、最

終的には、委員会報告第 7 号追補第 10 項に基づき、当該債務超過額相当額について

塩見 HD の企業集団における連結剰余金の減少が生じることになるが、その詳細に

ついては以下（４）参照）。

② 本件 DES に関する取扱い

本調査の実施過程で、本件有価証券報告書に係る平成 22 年 3 月期連結財務諸表

等につき監査を担当した監査法人は、当委員会に対して、本件のれん会計処理につ

き、平成 22 年 6 月 14 日を効力発生日とする本件 DES について、基準第 22 号第

20 項（注 5）（以下「みなし取得日規定」という。）を適用し、平成 22 年 3 月 31 日

をみなし取得日として処理を行ったものである旨の説明を行っている。

しかしながら、このようなみなし取得日規定が設けられているのは、原則的な処

理に従うならば実際の支配獲得日または追加取得日もしくは一部売却日ごとに通常

の決算に準じた決算を行った上で連結処理を行う必要があるものの、これは実務上

多大な負担を要するため、事務処理負担の軽減を図る趣旨から規定されているもの

である。そのため、原則的な処理に従った結果作成された連結財務諸表とみなし取

得日規定を適用して作成された連結財務諸表との間に重要な差異が生じる場合に、

みなし取得日規定をそのまま適用することは、基準第 22 号第 9 項の真実性の原則

及び同項（注 1）の重要性の原則に反することになるため、かかる重要な差異が生

じる場合には、本来の原則的な取扱いによるか、または原則的な取扱いによった場

合とは重要な差異が生じないよう必要な補正を行った上で、みなし取得日規定を適

用することが必要である。

本件の場合、遅くとも平成 22 年 3 月期の本件免責的債務引受により連結範囲の

変更があり、その後の事実として平成 22 年 6 月の本件 DES により株式の追加取得

が発生したという事実関係である以上は、本件 DES をもって本件免責的債務引受

と同一時点で発生したものとみなすという判断は、原則どおり実質支配に基づく支

配獲得日や株式の追加取得日を基準日として連結財務諸表を作成した場合と著しく

異なる連結財務諸表となることとなり、容認されるものではない。また、念のため

付言するに、本件 DES の意思決定が平成 22 年 3 月末日以前に行われた事実が主張

された形跡も存在したが、これを理由としてみなし取得日規定を適用することの是

非を別論としても、本件調査では、かかる平成 22 年 3 月末日以前の本件 DES の明

確な意思決定を示す事情はいずれにせよ認められなかった。したがって、本件 DES
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について平成 22 年 3 月 31 日をみなし取得日として処理を行うことによって、本件

のれん会計処理を正当化することはできないものと思料する。

なお、平成 22 年 6 月 14 日を効力発生日とする本件 DES については、株式の追

加取得として、もし子会社の純資産における少数株主持分から親会社持分への移動

額を含む親会社持分の増加額と親会社の投資額との差額が生じるのであれば、これ

を投資消去差額としてのれんを計上することとなる（「連結財務諸表における資本連

結手続に関する実務指針」（会計制度委員会報告第 7 号第 37 項）。しかしながら、

本件 DES の前後でアジリティ社が債務超過状態であり、かつ、本件 DES に先立つ

連結の時点で連結剰余金の減少処理が行われているはずであるため（委員会報告第

7 号追補第 10 項）、少数株主持分から親会社持分への移動額は発生せず、かつ本件

DESにより親会社塩見HDが取得した子会社アジリティ社への投資勘定とアジリテ

ィ社で増加した資本金額が同額となることから、この追加取得によってものれんは

計上されないこととなる。

③ 本件のれん会計処理に関する当委員会の結論

以上述べたところから明らかなとおり、当委員会においては、本件のれん会計処

理は、不適切な会計処理であると思料する。

（４） 投資消去差額の処理方法に関する当委員会の見解

上記（３）記載のとおり、投資消去差額 1,579,760 千円はのれんとして計上する

余地はないが、塩見 HD がアジリティ社の支配を獲得していたのがいつの時点から

か（アジリティ社が塩見 HD の「子会社」であったのがいつの時点からか）により、

会計処理については以下のように分かれるところであると思料する。

① 塩見 HD が本件免責的債務引受に先立ちアジリティ社に対する支配を獲得していた

とした場合

塩見 HD が本件免責的債務引受に先立ちアジリティ社に対する支配を獲得してい

たとした場合（上記（２）③ a)記載）、平成 22 年 3 月期連結財務諸表については、

期中において連結範囲における重要性が生じたため連結範囲に含めざるを得ないも

のと考えられることから、アジリティ社単体の期末における本件土地の減損損失

1,531,456 千円を含む損益計算書を連結損益計算書に反映させる会計処理（以下「PL

連結」という。）を行うことが、企業集団の経営成績に関してより真実な報告を提供

しているものと考えられる。

この場合、PL 連結開始時点のアジリティ社の欠損金は、「連結範囲の変更に伴う

剰余金の減少高」として連結上の利益剰余金から直接減額することが考えられる（な

お、上記 PL 連結分及び「連結範囲の変更に伴う剰余金の減少高」の双方について、
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全額を親会社である塩見 HD において負担し連結上の利益剰余金に含めるべきとの

処理につき、委員会報告第 7 号追補第 4 項及び第 10 項が適用されると思料する。）。

② 塩見 HD が本件免責的債務引受の事実をもって初めてアジリティ社に対する支配を

獲得し、かつ連結範囲における重要性から連結の範囲に含めるべきとした場合

この場合、土地の減損損失の計上時点の判断によって処理方法が異なると考えら

れる。

a) 本件免責的債務引受と土地の減損損失の計上時点を同時と判断する場合

アジリティ社において減損損失を計上した後の同社の貸借対照表が連

結の範囲に含まれることとなるため、減損損失 1,531,456 千円を含む投資

消去差額 1,579,760 千円は全額、BS 連結により「連結範囲の変更に伴う

剰余金の減少高」として連結上の利益剰余金から直接減額すること（委員

会報告第 7 号追補第 10 項）が考えられる。

b) アジリティ社の減損損失計上につき本件免責的債務引受の後の会計処理で

あると判断する場合

みなし取得日規定に関する基準第 22 号第 9 項の真実性の原則及び同項

（注 1）の重要性の原則の考え方から、本件土地の減損損失 1,531,456 千

円については少なくとも企業集団下で認識されたものであり、投資消去差

額 1,579,760千円のうち当該減損損失を連結損益計算書に反映するととも

に、残額を BS 連結により「連結範囲の変更に伴う剰余金の減少高」とし

て連結上の利益剰余金から直接減額することが考えられる（なお、上記連

結損益計算書への反映分及び BS 連結分の双方について、全額を親会社で

ある塩見 HD において負担し連結上の利益剰余金に含めるべきとの処理

につき、委員会報告第 7 号追補第 4 項及び第 10 項が適用されると思料さ

れる。）。

（５） 補足

平成 22 年 5 月 19 日付の本件訂正前決算短信における連結財務諸表作成のための

連結会計処理のうち、前記２．（２）②末尾記載の、資本連結において生じた投資消

去差額 1,579,760 千円のうち、未計上利息相当額 107,569 千円を控除した残額

1,472,190 千円を貸倒引当金繰入額として計上した点については、連結会社間の債

権債務相殺消去により対象となる債権が存在しないことを含め、既に述べたところ

から明らかなとおり、同じく不適切な会計処理であると思料する。
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（６） まとめ

当委員会においては、本件のれん会計処理、すなわち、塩見 HD グループの企業

集団に係る平成 22 年 3 月期連結財務諸表作成に際し、アジリティ社の資本連結手

続において、同社単体の債務超過額 1,579,760 千円に相当する投資消去差額をのれ

んとして資産計上した会計処理は、不適切な会計処理であるものと思料する。

なお、当委員会は、本件土地の土地取引及び土地評価に係るアジリティ社単体の

会計処理については、本件のれん会計処理に影響する限りにおいて、不適切な会計

処理は認められないものと思料する。

また、当委員会は、遅くとも平成 22 年 3 月期末時点においてアジリティ社を連

結の範囲に含めた点においては、連結範囲に関するアジリティ社の取扱いに係る会

計処理も適切であると思料する。

以 上


